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（参照条文）

○賃貸住宅管理業者登録規程（抄）

（平成二十三年九月三十日・国土交通省告示第九百九十八号）

（定義）

第二条 この規程において「管理事務」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて行う当

該賃貸住宅の管理に関する事務又は賃貸住宅を転貸する者が行う当該賃貸住宅の管理に

関する事務（賃貸人として行う事務を含む。）であって、基幹事務のうち少なくとも一

の事務を含むものをいう。

２ この規程において「基幹事務」とは、家賃、敷金等の受領に係る事務、賃貸借契約の

更新に係る事務又は賃貸借契約の終了に係る事務をいう。

３ この規程において「賃貸住宅管理業」とは、管理事務を業として行うものをいう。

４ この規程において「賃貸住宅管理業者」とは、次条第一項の登録を受けて賃貸住宅管

理業を営む者をいう。

（業務処理準則）

第十六条 賃貸住宅管理業者は、国土交通大臣が定める賃貸住宅管理業務処理準則を遵守

しなければならない。

○賃貸住宅管理業務処理準則（抄）

（平成二十三年九月三十日・国土交通省告示第九百九十九号）

（禁止行為）

第三条 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

一 賃借人等に対し、虚偽のことを告げ、不確実な事項について断定的判断を提供し、又

は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

二 賃貸人に対し、賃貸人から管理事務の委託を受けることを内容とする契約（以下「管

理受託契約」という。）及び賃貸住宅管理業者が賃貸住宅を転貸するために自らを賃借

人とする賃貸借契約の内容のうち重要な事項を告げない行為

三 前各号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為

（転貸の場合の賃貸人に対する賃貸借契約に関する重要事項の説明等）

第八条 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅を転貸するために自らを賃借人とする賃貸借契約

を締結しようとするときは、その賃貸借契約が成立するまでの間に、賃貸人となろうと

する者に対して、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を

交付して説明しなければならない。

三 転貸の条件等に関する事項

（転貸の場合の賃貸人に対する賃貸借契約の成立時の書面の交付）

第九条 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅を転貸するために自らを賃借人とする賃貸借契約

を締結したときは、当該賃貸人に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交

付しなければならない。

三 転貸の条件等に関する定めがあるときは、その内容
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○賃貸住宅管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方（抄）

（平成２３年１０月２５日・国土動指第４６号）

Ⅱ 賃貸住宅管理業務処理準則

第八条関係

２ 第三号の「転貸の条件等に関する事項」について

転貸の条件等に関する事項は、賃貸人が契約締結するか否かの意思決定の上できわめて

重要な事項となることから、そのような条件等がある場合には、賃貸人が当該事項につい

て十分に理解できるよう、適切に説明、書面の交付を実施する必要がある。一例として、

以下のような記載事項が考えられる。

①転貸に係る契約期間、家賃等の金銭、転借人の対象等に係る条件等

②賃貸人からの借り上げ家賃、家賃保証、空室保証、将来の契約条件の変動に係る条件

等


